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基本的考え方

基本方針（重点課題）
就労・住居の確保等
保健医療・福祉サービスの利用の促進等
非行の防止・学校と連携した修学支援等
犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 
民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等
再犯防止のための連携体制の整備等

計画期間
令和元年度から令和５年度末までの５年間

具体的な取組ごとの現状と課題
就労・住居の確保等のための取組

就労の確保等 住居の確保等
現状 課題 現状 課題

再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の趣旨やソーシャル・インクルージョンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等であって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等が、
地域社会の一員として円滑に社会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要な取組を推進することで、都民が安全で安心して暮らせる社会づくりを行う。

刑務所出所者等の就労確保のための
国の施策

就労支援の取組の一層の充実が求め
られている。

①

矯正施設、保護観察所及びハ
ローワークの連携による「刑
務所出所者等総合的就労支援
対策」

②
保護観察所が民間の就労支援
事業者に委託して実施してい
る「更生保護就労支援事業」

帰るべき住居のない刑務所出所者等
の主要な受け皿となる民間の更生保
護施設は、都内に19施設があり、年
間約1,400人の出所者等を新たに受
け入れている（東京保護観察所調
べ）。

更なる受入機能の強化や、高
齢・障害者、薬物事犯者等の
自立に困難が伴う入所者の増
加に対応し得る処遇機能の強
化が課題となっている。

東京における保護観察終了者に占め
る無職者率はなお20％（平成29年。
法務省提供資料による。）に及ぶ。

都内の協力雇用主（前科等の事情を
承知で刑務所出所者等を雇用し、そ
の自立に協力する事業主）

イ
協力雇用主の業種に偏りがある。 各施設の特色に応じた更なる

活用が求められる。

ウ
実際の雇用に伴う不安・負担が大き
い。

①
平成30年４月１日現在で1,053
社（法務省提供資料によ
る。）が登録されている。 エ

協力雇用主に対する支援の充実等に
よる更なる雇用の促進が望まれてい
る。

②

同日現在で実際に刑務所出所
者等を雇用している協力雇用
主は134社（法務省提供資料に
よる。）にとどまる。

身元保証人がいないなどの事情でア
パート等への入居が困難である場合
が多い。

刑務所等からの満期出所者の４割以
上（全国で約3,900人（平成29年。
法務省「矯正統計年報」））が適当
な住居が確保されないまま出所して
おり、これらの者は出所後比較的短
期間のうちに再犯に至っている。

更生保護施設以外の多様な受入先と
して、保護観察所においては、NPO
法人等が運営する生活困窮者向けの
宿泊施設等を「自立準備ホーム」と
して登録し、刑務所出所者等の一時
的な宿泊場所として保護を委託して
いる。

更生保護施設等はあくまでも
一時的な居場所であり、退所
後の適当な住居の確保や退所
後の生活が安定するまでの間
のフォローアップが重要だ
が、退所後のフォローアップ
は一部の更生保護施設の自発
的な取組に委ねられている部
分が大きく、今後の更なる推
進が望まれる。

21.3％（令和４年。法務省

提供資料による。）

令和３年10月１日現在で1,272社

（東京保護観察所資料による。）

189社（東京保護観察所資料によ

る。）
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具体的な取組ごとの現状と課題

保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
高齢者又は障害のある者等への支援等 薬物依存を有する者への支援等 

現状 課題 現状 課題
刑法犯の検挙人員総数が減少するな
か、65歳以上の高齢者の検挙人員は
横ばいで推移しており、年齢層別で
見ると、近年最も多くなっていま
す。（法務省「平成30年版犯罪白
書」）

全国での覚せい剤取締法違反による
検挙人員は毎年１万人を超えてい
る。また、近年、同一罪名再犯者率
は上昇傾向にあり、平成29年は
66.2％となっている（法務省「平成
30年版犯罪白書」）。

薬物事犯者の多くは、犯罪をした者
等であると同時に薬物依存症者であ
る場合もある。

薬物依存症からの回復には継
続的な治療・支援を受けるこ
とが重要である。

刑の一部執行猶予制度の導入（平成
28年６月施行）により、刑事施設内
だけでなく、地域社会の中で薬物依
存からの回復に努める人の増加が見
込まれている。

支援を希望しない者など、必
要な福祉サービスの確保に至
らないまま出所する者もい
る。

薬物依存からの回復には長い期間を
要する。

薬物問題を抱える者に対し、
地域社会において途切れるこ
とのない継続的な支援を、関
係各機関で実施していくこと
が必要である。

今後その効果的な実施が望ま
れる。

刑務所等から出所した者が出所後２
年以内に再入所する割合について
も、高齢者が非高齢者に比べて高
く、その中には極めて短期間での再
入所も多くなっています。（法務省
「平成30年版犯罪白書」）

70歳以上の刑法犯検挙人員の７割以
上は窃盗で占められ、その多くは万
引きであり、特に70歳以上の女性高
齢者については、８割以上が万引き
により検挙されています（法務省
「平成30年版犯罪白書」）。

仮釈放後に薬物関連の犯罪により再
び刑事施設に収容された者の約７割
が、薬物に関する悩みを正直に話せ
る身近な相談先があれば再犯しな
かった可能性があると回答していま
す（平成28年度法務省調べ）。

矯正施設に収容されている者のう
ち、帰るべき適当な住居がなく、ま
た出所後直ちに福祉サービスにつな
げる必要があるものについては、
「地域生活定着促進事業」による特
別調整（出口支援）が実施してい
る。

高齢者や障害のある者など、早期に
必要な福祉的支援に結びつけること
が再犯防止に効果的と認められる起
訴猶予者等については、検察庁及び
保護観察所において刑事司法の入口
段階での福祉サービス等の調整を行
う取組（入口支援）を実施してい
る。
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具体的な取組ごとの現状と課題

非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等のための取組
非行の防止・学校と連携した修学支援等 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等

現状 課題 現状 課題
全国の高等学校進学率は98.5％だ
が、少年院入院者の28.9％、入所受
刑者の37.4％が、中学校卒業後、高
等学校に進学していない。（国計画
より）

非行等に至る過程で、又は非行等を
原因として、高等学校を中退する者
も多く、少年院入院者の36.8％、入
所受刑者の24.6％が高等学校を中退
している状況にある（国計画よ
り）。

刑事司法関係機関におけるアセスメ
ント機能の強化や、弁護人が社会福
祉士などの協力を得て作成する更生
支援計画などの情報の適切な活用な
ど、適切なアセスメントを実施して
いくこととしている。

都及び国の関係機関において
も、国の取組を踏まえ、必要
に応じ情報共有を図りなが
ら、特性に応じた効果的な指
導・支援等を継続的に実施し
ていくことが求められます。

非行の未然防止はもとより、
非行や犯罪に陥った少年が立
ち直り、地域社会の一員とし
て社会復帰するには、自立の
ために必要な修学支援、仕事
や居場所の確保など、社会で
の受入れを一層進めることが
求められている。

国においては、性犯罪者、暴力団関
係者等、少年・若年者、被虐待体験
や摂食障害等の問題を抱える女性な
ど、それぞれの対象者の特性に応じ
た指導・支援の充実を図るととも
に、犯罪被害者の視点を取り入れた
指導・支援等の実施を図っている。

再犯防止のための指導・支援
等を効果的に行うには、犯罪
や非行の内容はもとより、経
歴、性別、性格、年齢、心身
の状況、家庭環境、交友関
係、経済的な状況等、対象者
それぞれの特性を把握した上
で適切な指導等を選択し、継
続的に働きかけていくことが
重要です。 

高等学校の中退防止のための取組
や、中学校卒業後に高等学校等へ進
学しない者及び高等学校等を中退す
る者に対する就労等支援を実施する
とともに、国においては、矯正施設
内における高等学校卒業程度認定試
験及び中学校卒業程度認定試験の実
施、少年院における教科指導の充
実、少年院出院後の修学に向けた相
談支援・情報提供、少年院在院中の
高等学校等の受験に係る調整、ＢＢ
Ｓ会等の民間ボランティアの協力に
よる学習支援等を実施してきた。
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具体的な取組ごとの現状と課題

民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組 再犯防止のための連携体制の整備等のための取組
民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 再犯防止のための連携体制の整備等

現状 課題 現状 課題

再犯の防止等に関する施策
は、都民にとって必ずしも身
近でないため、関心と理解を
得にくく、都民に十分に認知
されているとはいえない。都内の更生保護施設や保護司会等の

一部では、犯罪をした者等の社会復
帰に向けた自発的な支援活動を行っ
ている例もある。

都内の各地域においては、犯罪をし
た者等の指導・支援、犯罪予防活動
等に当たる保護司や犯罪をした者等
の社会復帰を支援するための幅広い
活動を行う更生保護女性会、ＢＢＳ
会等の更生保護ボランティアや、非
行少年等の居場所作りを通じた立ち
直り支援に取り組む少年警察ボラン
ティアなど、多くの民間ボランティ
アの方々が、安全・安心なまちづく
りや再犯防止のために地道に活動し

ている。

保護司の高齢化が進んでいる
こと、保護司をはじめとする
民間ボランティアが減少傾向
となっていること、刑事司法
関係機関と民間協力者との連
携が不十分であることなど、
活動を促進するに当たっての
課題がある。

犯罪をした者等の中には、矯正施
設、保護観察所等の刑事司法関係機
関による指導・支援等を受け終わっ
た後においても、その社会復帰を促
進し再犯を防止するため、地域にお
いて継続的な支援を受けることが必
要な者がいる。

地方公共団体が再犯防止に取
り組むに当たっては、犯罪を
した者等に対する処遇の現状
やその社会復帰を促進するに
当たっての課題、支援のノウ
ハウ等に関する知見や情報が
十分にない。
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具体的な取組ごとの現状と課題

就労・住居の確保等のための取組
就労の確保等

就職に向けた相談・支援等の充実（非行少年に対する就労支援）
非行少年に対する就労支援

東京都若者総合相談センターにおける取組
警視庁少年センターを中心とした取組 

就労に必要な基礎的能力等の習得に向けた支援 
東京都しごとセンター及び東京都立職業能力開発センター等における取組
ＴＯＫＹＯチャレンジネットにおける取組
東京都若者総合相談センターにおける取組

多様な業種の協力雇用主の確保に向けた広報等
協力雇用主の活動に対する支援の充実等

協力雇用主の公共調達の受注機会の増大
保護観察対象少年の公的機関における非常勤職員としての雇用

一般就労と福祉的支援の狭間にある者の就労の確保
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）による就労系障害福祉サービスでの対応 
区市町村障害者就労支援センターによる取組の推進
障害者就業・生活支援センターによる取組
生活困窮者自立支援制度による支援

就労支援に携わる関係機関・団体相互の連携確保
全ての都民の就労を応援する新たな条例の検討

住居の確保等
入居を拒まない民間賃貸住宅の供給の促進
自立準備ホームの確保に向けた協力
都営住宅への優先入居制度の活用

保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
高齢者又は障害のある者等への支援等

刑務所出所者等に対する福祉的支援に関する多機関連携の強化（特別調整への協力等）
加齢等を背景とした犯罪への対応（「高齢者よろず犯罪相談」窓口の設置）
保健医療・福祉サービスの利用に向けた手続の円滑化（法令に基づく各種福祉制度の運営）
刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関との連携 

薬物依存を有する者への支援等
薬物依存症者に対する治療・支援等のネットワーク構築

連絡会議等への参加等による連携確保
「連携マニュアル」作成による関係機関・団体の円滑な連携

薬物依存症者に対する地域における息の長い支援の提供
多様な相談に対応できる体制の確保と連携の推進
薬物依存症等に関する専門医療等の提供等
薬物依存症回復プログラム等への参加支援等
地域支援につながる動機付けを高める機会の提供
保護観察が終了する薬物事犯者等への継続的支援等

薬物依存症者に対する治療・支援等の担い手・受け皿の確保（薬物依存症者の支援を担うスタッフの育成等）
薬物依存症者の家族等に対する支援の充実等

家族等からの相談対応等
相談機関等に関する情報の周知等

非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組
少年の非行の未然防止等

学校における非行防止のための教育
薬物乱用未然防止のための教育
薬物乱用防止に向けた人材育成の推進
学校生活継続のための本人・家族等への支援
中途退学者への就労等の支援
地域における非行防止等のための支援
警視庁少年センターを中心とした非行少年に対する支援
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非行等による学校教育の中断の防止等（矯正施設や保護観察所等と連携した取組の検討）
学校や地域社会において再び学ぶための支援

高校中退者等に対する地域社会における支援
矯正施設や保護観察所等と連携した取組の検討

犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等のための取組
特性に応じた指導等の充実

子供を対象とする暴力的性犯罪をした者の再犯防止
ストーカー加害者に対する指導等 

被害者への接触防止のための指導等
ストーカー加害者に対するカウンセリング等

暴力団関係者等再犯リスクが高い者に対する指導等（暴力団からの離脱に向けた働きかけ）
少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

関係機関と連携したきめ細かな支援等
少年鑑別所における観護処遇への協力
非行少年に対する社会奉仕体験活動等への参加の促進
保護者との関係を踏まえた指導等の充実
少年院在院者の再犯防止に向けた取組 

女性の抱える問題に応じた相談対応等
発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する指導等（矯正施設内における指導への協力）
関係機関や地域の社会資源の一層の活用

民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組
民間ボランティアの活動に関する広報の充実
民間ボランティアの活動に対する支援の充実

少年警察ボランティアの活動に対する支援
更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実

更生保護事業に対する支援
民間協力者との連携の強化

再犯防止のための連携体制の整備等のための取組
再犯防止のための協議会等の設置
区市町村における再犯防止施策の促進及び連携の確保


